
６　ゴ　ル　フ　場　利　用　税　に　関　す　る　調

1,000円以上1,100円未満

区 分 税 率 施設数
利 用 人 員

①
（ 人 ）

非 課 税 利 用 人 員 （ 人 ）
差引利用人員
①-(②+③+④

+⑤+⑥)
（ 人 ）

調 定 額
（ 千 円 ）

法第75条の
2第1号に該
当 す る 者

②

法第75条の
2第2号に該
当 す る 者

③

法第75条の
2第3号に該
当 す る 者

④

法第75条の
3第1号に該
当 す る 者

⑤

法第75条の
3第2号に該
当 す る 者

⑥

1,100円以上1,200円未満

0

0

1,200 円

800円 超 1,000円 未 満

0

0

1,000円以上1,100円未満

20,484

600円以上 800円未満

66 7,266 113 45 26,708

0

800 円 1 34,198

29,176

400 円 未 満

128 11,820 349 64,088

0

400円以上 600円未満 3 76,385

49,660

18 ホ ー ル

1,200 円

194 19,086 462 0 45 90,796

0

1,100円以上1,200円未満 0

22,009 66 2,292

0

19,625 15,13426

22,973 53 3,726

0

600円以上 800円未満 1 19,095 10,55699

800 円

502 170 135,755 65,948

400 円 未 満 0

400円以上 600円未満 7 160,234 394 23,413

627 0 170 174,475 91,638小 計 9 205,216 513 29,431

ゴ

ル

フ

場

18ホールを
超えるもの

小 計 4 110,583

800円 超 1,000円 未 満 1



(注)　1　「施設数」欄には、令和２年２月末日現在における税率区分の別により、同日現在の実数を記載した。ただし、１つの施設で２月末日現在の適用税率が夏期の

　　　　適用税率に比べ低いときは、夏期の適用税率によった。

　　　2　「利用人員」欄には、「施設数」欄に記載されている施設の平成31年３月１日から令和２年２月末日までの間の利用人員（延数）を記載した。

　　　3　「非課税利用人員」欄には、上記２の利用人員のうち、法第75条の２又は第75条の３の規定による非課税措置の適用を受けた利用人員（延数）を記載した。

施設数
利 用 人 員

①
（ 人 ）

非 課 税 利 用 人 員 （ 人 ）
差引利用人員
①-(②+③+④

+⑤+⑥)
（ 人 ）

区 分 税 率
調 定 額
（ 千 円 ）

法第75条の
2第1号に該
当 す る 者

②

法第75条の
2第2号に該
当 す る 者

③

法第75条の
2第3号に該
当 す る 者

④

法第75条の
3第1号に該
当 す る 者

⑤

法第75条の
3第2号に該
当 す る 者

⑥

ゴ

ル

フ

場

18ホール未満
9 ホ ー ル を
超 え る も の

500 円 以 上

300円以上 400円未満

400円以上 500円未満

300 円 未 満

計 15

0

0

0

0

0

9 ホ ー ル

500 円 以 上

0 0 0 0 0 0小 計 0 0

16,207 27 4,259

0

400円以上 500円未満 2 11,728 4,69160 133

0

300 円 未 満 0

300円以上 400円未満

276,999 145,989

小 計 2 16,207 27 4,259

332,006 734 52,776 1,149 0 348

60 0 133 11,728 4,691


